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問国保年金課（本庁舎 1 階）☎ 0538-37-4863　ＦＡＸ 0538-37-4723

国民健康保険税率が変わります
ページ番号 1001428

　磐田市の国民健康保険は、事業費に対して収入が不足する非常に厳しい財政運営が続いています。財政

赤字を解消し、収支のバランスを改善するため、令和４年度から税率などを改定することになりましたの

でお知らせします。なお、今後も加入者の皆さんの急激な負担増にならないよう配慮をしながら、2年ごと

に見直しを行う予定です。

　将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるようにするため、ご理解とご協力をお願いします。

○ 賦
ふ

課
か

方式の見直し（資産割の縮小）

　所得割、資産割、均等割、平等割の４つからなる算定の方式を見直し、共同で運営を行う県の方針に沿って、

固定資産に対して課税される資産割を段階的に縮小・廃止する予定です。

○ 子どもの均等割軽減

　子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児の均等割額を５割に軽減します。

※詳しい内容については、市ホームページをご覧いただくか国保年金課までお問い合わせください

区　分 改定前 改定後 増　減

医療給付費分

所得割 4.4% 4.9% + 0.5
資産割 30.0% 20.0% ｰ 10.0
均等割 19,800 円 21,600 円 + 1,800 円
平等割 21,600 円 20,400 円 ｰ 1,200 円

課税限度額 630,000 円 650,000 円 + 20,000 円

後期高齢者
支援金分

所得割 1.4% 1.7% + 0.3
資産割 5.0% 2.5% ｰ 2.5
均等割 7,200 円 7,800 円 + 600 円
平等割 6,600 円 6,600 円 増減なし

課税限度額 190,000 円 200,000 円 + 10,000 円

介護納付金分
 （40 歳～
 64 歳の方のみ）

所得割 0.9% 1.3% + 0.4
資産割 4.5% 2.0% ｰ 2.5
均等割 6,000 円 8,400 円 + 2,400 円
平等割 4,200 円 1,800 円 ｰ 2,400 円

課税限度額 170,000 円 170,000 円 増減なし

計

所得割 6.7% 7.9% + 1.2
資産割 39.5% 24.5% ｰ 15.0
均等割 33,000 円 37,800 円 + 4,800 円
平等割 32,400 円 28,800 円 ｰ 3,600 円

課税限度額 990,000 円 1,020,000 円 + 30,000 円

改定の内容 国保税額の計算方法

① 所得割額

　（前年分の基準総所得金額
※

）

　 × 所得割
※基準総所得金額 =総所得金額等 -基礎控除額

② 資産割額

　（今年度分の固定資産税額）

 　× 資産割

③ 均等割額

　（加入者数） × 均等割

④ 平等割額

　（一世帯につき） × 平等割

年間国保税額

① +② +③ +④
（課税限度額まで）

改定のポイント

改定の影響

一人当たり平均税額（年額）

一世帯当たり平均税額（年額）

実際の増減額は世帯の所得や
資産の状況によって異なります

改定前 90,286 円
改定後 93,820 円
増減 + 3,534 円

改定前 142,339 円
改定後 147,911 円
増減 + 5,572 円
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問建築住宅課（西庁舎 2 階）☎ 0538-37-4851　ＦＡＸ 0538-33-2050

空き家の適正な管理を心掛けましょう
ページ番号 1001514

　近年、少子高齢化や人口減少が進む中、空き家が増加傾向にあり、

全国的に大きな問題となっています。適切に管理されていないと、老

朽化による建物倒壊の危険、雑草繁茂などによる住環境や衛生面の悪

化、火災、犯罪の誘発などにつながる可能性があります。

空き家の管理は誰がする？

「空家等対策の推進に関する特別措置法（空家特措法）」では、所有者や管理者が適切に維持管理するこ

とを原則としています。

※各補助金の対象建物や申請方法などの詳細、その他の支援情報については、建築住宅課にお問い合わ

せいただくか、市ホームページをご覧ください

空き家を放置するとどうなる？

○屋根や外壁の落下などにより、他人に損害を与えた場合は、損害賠償を問われることがあります。

○空家特措法に基づく「特定空家等」に認定されると、固定資産税などの特例措置が適用されず、税額
が大幅に上昇することがあります。

○いざ空き家を活用しようと思っても、多額の修繕費用が掛かることがあります。

放置しても改善されることはありません！
トラブルを防ぐためにも、早めに対処することが大切です。

相談窓口

相談内容に応じて各担当が対応します。相談が多岐に渡る場合は、各担当が連携して対応します。

空き家全般・建物・空き家バンクに関すること 建築住宅課　☎ 0538-37-4851

敷地内の雑草や樹木の繁茂・ごみの不法投棄に関すること 環境課　　　☎ 0538-37-2702

空き家に関する公的支援

②磐田市中古建物リフォーム事業費補助金

　市内の中古建物を購入し、自らが居住するために行うリフォーム工事費の一部を助成します。今年度か

ら、単身世帯でも申請ができ、磐田市空き家バンクの登録物件の場合は 20 万円が加算されるように

なりました。

③磐田市空き家除却事業費補助金（令和５年３月末に終了予定）

　事前の調査により、市が危険空き家と判定した場合、除却費用の 2 分の 1 以内で最大 50 万円を助成

します。

①磐田市空き家バンク

　市内の中古住宅情報を登録し、市ホームページを通じて広く購入希望者に情報提供します。
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次
の
補
助
内
容
の
詳
細
は
、
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域
づ

く
り
応
援
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。

　

市
で
は
、
家
庭
防
災
の
一
環
と
し
て
家

具
固
定
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
市
が

委
託
す
る
磐
田
建
築
工
業
組
合
の
大
工
さ

ん
が
家
具
を
固
定
し
ま
す
。

▼
対
象

　

市
内
在
住
の
方

　

※
借
家
の
場
合
、
事
前
に
貸
主
の
許
可

　
　

が
必
要
と
な
り
ま
す

　

に
対
す
る
助
成
制
度

　

◉
緊
急
輸
送
路
、
通
学
路
沿
い
の
ブ
ロ
ッ

　

ク
塀
改
善
に
対
す
る
助
成
制
度

　

※
補
助
金
申
請
前
に
契
約
し
た
工
事
な

　

ど
は
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
度
ま
で
の
制
度
と
変
更
し
て
い

　

る
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
建

　

築
住
宅
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

▼
3
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
助
成
制
度

　

①
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
の
基
準
(
旧

　

耐
震
基
準
)
で
建
築

　

②
耐
震
診
断
で
耐
震
性
能
が
基
準
に
満

　

た
な
い
(
評
点
1
・
0
未
満
)
と
判
定

　

③
現
在
居
住
し
て
い
る

　

◉
木
造
住
宅
耐
震
工
事
に
対
す
る
助
成

　

制
度
(
令
和
7
年
度
末
で
終
了
)

　

◉
木
造
住
宅
の
解
体
工
事
に
対
す
る
助

　

成
制
度
(
令
和
7
年
度
末
で
終
了
)

　
　

※
建
替
え
ま
た
は
耐
震
性
の
あ
る
建

　
　

築
物
に
住
み
替
え
る
場
合
の
み

　

◉
防
災
ベ
ッ
ド
設
置
に
対
す
る
助
成
制
度

　

◉
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
に
対
す
る
助

　

成
制
度

瓦
屋
根
の
強
風
対
策
支
援
制
度
を
創
設

問
建
築
住
宅
課
（
西
庁
舎
2
階
）
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補
助
を
活
用
し
て
災
害
へ
の
対
策
を
し
ま
し
ょ
う

▲家具固定の例

▲被害を受けた瓦屋根
　出典：( 一財 ) 日本建築
　防災協会

162022年（令和4年）4月号

　

市
で
は
災
害
か
ら
一
人
で
も
多
く
の
市

民
を
守
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。

　　

近
年
、
強
い
台
風
や
地
震
に
よ
り
、
住

宅
の
瓦
が
脱
落
す
る
な
ど
の
大
き
な
被
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
被
害

を
防
ぐ
た
め
に
は
、
瓦
を
屋
根
に
し
っ
か

り
留
め
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
令

和
4
年
1
月
か
ら
瓦
の
留
め
付
け
方
法
の

基
準
も
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、

令
和
4
年
度
か
ら
瓦
屋
根
の
住
宅
の
安
全

性
を
確
保
す
る
た
め
の
支
援
制
度
を
創
設

し
ま
し
た
。
詳
し
く
は
建
築
住
宅
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ページ番号
1002137
1006561
1005410

家
庭
内
家
具
固
定
の
補
助

▼
対
象
と
な
る
建
築
物

　

令
和
3
年
12
月
31
日
以
前
に
建
築
さ
れ

　

た
瓦
屋
根
の
住
宅
(
長
屋
、
共
同
住
宅
、

　

併
用
住
宅
を
含
む
)

▼
補
助
対
象

　

①
瓦
屋
根
診
断
士
な
ど
に
よ
る
屋
根
の

　
　

診
断
費
用

　

②
基
準
に
適
合
し
な
い
瓦
屋
根
を
耐
風

　
　

性
能
を
有
し
て
い
る
屋
根
に
改
修
す

　
　

る
工
事
費
用
(
瓦
屋
根
以
外
へ
の
改

　
　

修
も
可
)

▼
補
助
額

　

①
診
断
費
用
の
3
分
の
2
(
上
限
は
1

　
　

棟
当
た
り
2
万
1
0
0
0
円
)

　

②
工
事
費
の
23
％
(
上
限
は
1
棟
当
た

　
　

り
55
万
2
0
0
0
円
)

　　

◉
建
築
物
耐
震
診
断
に
対
す
る
制
度

　

◉
緊
急
輸
送
路
沿
い
の
建
物
に
対
す
る

　

耐
震
補
強
計
画
・
補
強
工
事
の
助
成

　

制
度

　

◉
避
難
路
沿
い
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去

瓦
屋
根
の

　
　
　

耐
風
改
修
費
用
の
助
成

そ
の
他
の

　
　

地
震
対
策
へ
の
助
成
制
度
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▼
自
己
負
担
額
（
家
具
1
点
に
対
す
る
）

　

◎
一
般
世
帯　

2
0
0
0
円

◎
要
配
慮
者
世
帯　

無
料

※
3
点
ま
で

▼
申
込

5
月
9
日
㈪
〜
31
日
㈫
(
土
・
日
曜
日

除
く
)
に
申
込
書
(
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
)
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
直
接
ま
た
は
郵
送(

〒
４

３
８

－

８
６
５
０　

国
府
台
3

－

1　

本
庁
舎
2
階)

、
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
地
域

づ
く
り
応
援
課
へ

　

※
な
お
、
申
し
込
み
状
況
に
よ
っ
て
７

　
　

月
ご
ろ
に
二
次
募
集
を
行
い
ま
す
。

　
　

二
次
募
集
を
行
う
場
合
は
、
市
ホ
ー

　
　

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
申
し
込
み
は

　
　

締
め
切
り
ま
す

　

電
気
器
具
の
転
倒
や
停
電
後
の
電
気
復

旧
時
の
電
気
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
自
動

的
に
電
気
供
給
を
遮
断
す
る
感
震
ブ
レ
ー

カ
ー
の
設
置
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象

市
内
に
住
宅
を
所
有
ま
た
は
居
住
し
て

い
る
人
(
ア
パ
ー
ト
含
む
)

▼
補
助
対
象
経
費

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
の
購
入
や
設
置
工
事

に
要
す
る
経
費

※
新
築
ま
た
は
配
電
盤
取
り
換
え
の
場

合
は
機
器
代
金
(
感
震
性
能
に
相
当

す
る
経
費
)
の
み

▼
補
助
額

対
象
経
費
の
3
分
の
2

※
上
限
5
万
円
(
千
円
未
満
切
り
捨
て
)

▼
申
込

申
請
書
(
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
)
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、
直
接
ま
た

は
郵
送(

〒
４
３
８

－

８
６
５
０　

国

府
台
3

－

1　

本
庁
舎
2
階)

、
電
話
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
地
域
づ
く
り
応
援
課
ま
た
は

各
支
所
市
民
生
活
課
へ

※
必
ず
設
置
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
申
し
込
み
は

　
　

締
め
切
り
ま
す

▼
そ
の
他

補
助
金
の
申
請
回
数
は
、
１
世
帯
に
付

き
１
回
と
な
り
ま
す
。
設
置
に
は
電
気

工
事
の
有
資
格
者
に
よ
る
工
事
が
必
要

で
す
。
設
置
器
具
、
費
用
に
つ
い
て
は

電
気
工
事
店
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

▲感震ブレーカー

「
罹
災
証
明
書
」、「
被
災
証
明
書
」
と
は

　

地
震
や
風
水
害
な
ど
で
家
屋
な
ど
が
被

災
を
受
け
た
場
合
の
「
被
災
の
程
度
」、「
罹

災
の
原
因
」
な
ど
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

　

「
罹
災
証
明
書
」
は
、
住
家
の
被
災
を
証

明
、「
被
災
証
明
書
」
は
、
住
家
以
外
の
建

造
物
や
工
作
物(

物
置
、カ
ー
ポ
ー
ト
な
ど)

に
つ
い
て
被
災
し
た
事
実
を
証
明
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
証
明
書
は
、
支
援
金
の
支
給

や
義
援
金
の
配
分
、
家
屋
の
応
急
修
理
な

ど
の
判
断
材
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
保
険
金
や
見
舞
金
の
請
求
、
学
校

や
会
社
か
ら
の
災
害
給
付
金
の
各
種
支
援

の
届
出
な
ど
に
も
活
用
さ
れ
ま
す
。

▼
申
請
の
方
法

　

申
請
書
(
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
)
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
市
税
課(

〒

4
3
8-

8
6
5
0　

国
府

台
3

－

1)
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
書
を
受
け
付
け
後
、
必
要
に
応
じ
て
現

地
調
査
を
実
施
し
て
、
後
日
、
証
明
書
を

交
付
し
ま
す
。

「
罹り

災さ
い

証
明
書
」、「
被
災
証
明
書
」
の
申
請

申
請
期
限
は
、
災
害
発
生
日
か
ら
6
カ
月
以
内

問
市
税
課
（
本
庁
舎
1
階
）

☎
0
5
3
8

－

37

－

4
8
0
9

ＦＡＸ
0
5
3
8

－

33

－

7
7
1
5
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▼
必
要
書
類

・
市
税
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
(
市
ホ
ー
ム 

　

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
)

・
被
害
の
状
況
を
確
認
で
き
る
写
真

・
修
理
費
用
の
分
か
る
見
積
書

▼
申
請
の
期
限

　

災
害
発
生
日
か
ら
６
カ
月
以
内(

厳
守)

▼
そ
の
他

　

火
災
に
よ
る
「
罹
災
証
明
書
」
が
必

要
な
場
合
は
、
消
防
本
部
予
防
課(

☎

0
5
3
8

－

59

－

1
7
1
8)

へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

17 2022年（令和4年）4月号

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
設
置
の
補
助
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市
で
は
、
企
業
と
学
生
・
求
職
者
と
の

就
職
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
事
業
「
磐
田
市
Ｕ

Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
就
職
・
地
元
定
着
促
進
事
業
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎
主
な
ポ
イ
ン
ト

▼
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

・
企
業
見
学
会
、
就
職
説
明
会
の
開
催

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
フ
ェ
ア
の
開
催

・
転
職
・
再
就
職
フ
ェ
ア
の
開
催

▼
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト

・
就
活
情
報
専
用
サ
イ
ト
「
磐
田
de
」
の

就
職
相
談
や
公
式
ス
カ
ウ
ト
機
能
を

活
用
し
た
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ポ
ー
ト

▼
就
活
情
報
の
発
信

・
就
活
公
式
L
I
N
E
を
活
用
し
た
市

内
企
業
の
情
報
や
就
活
イ
ベ
ン
ト
、
就

職
に
役
立
つ
情
報
の
配
信

　

就
職
イ
ベ
ン
ト
情
報
や
就
職
活
動
に
役

立
つ
情
報
を
「
磐
田
de
」
や
L
I
N
E
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
配
信
し
て
い
ま
す
。
下
記
の
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
就
職
希
望
者
を
全
力
応
援

磐
田
市
で
働
き
た
い
あ
な
た
を
徹
底
サ
ポ
ー
ト

問
経
済
観
光
課
（
西
庁
舎
1
階
）

☎
0
5
3
8

－

37

－

4
8
1
9

ＦＡＸ
0
5
3
8

－

37

－

5
0
1
3

ページ番号 1002262

奨
学
金
返
済
を
支
援
し
ま
す

磐
田
市
U
タ
ー
ン
促
進
奨
学
金
返
済
支
援
補
助
金

問
政
策
推
進
課
（
本
庁
舎
4
階
）

☎
0
5
3
8

－

37

－

4
8
0
5

ＦＡＸ
0
5
3
8

－

36

－

8
9
5
4

ページ番号 1002264
　

磐
田
市
で
は
、
Ｕ
タ
ー
ン
就
職
を
促
進
す

る
た
め
、
大
学
在
学
時
に
借
り
入
れ
た
奨
学

金
の
返
済
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

U
タ
ー
ン
就
職
は
、
家
族
の
そ
ば
で
暮
ら

せ
る
こ
と
や
慣
れ
親
し
ん
だ
環
境
で
生
活
が

で
き
る
な
ど
、
メ
リ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
就
職
を
考
え
て
い
る
方
は
、

磐
田
市
へ
の
U
タ
ー
ン
就
職
を
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

対
象
者

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

①
大
学
進
学
の
た
め
に
磐
田
市
か
ら
県
外
へ

転
出
し
た
方

②
①
の
転
出
後
に
磐
田
市
内
に
転
入
し
、
住

民
登
録
が
あ
り
、
就
労
し
て
い
る
方

③
大
学
在
学
中
に
日
本
学
生
支
援
機
構
な
ど

の
奨
学
金
な
ど
を
借
り
受
け
た
方　

な
ど

※
右
記
以
外
の
申
請
条
件
や
申
請
方
法
な
ど

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
政
策
推
進
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

◀

学生向け
（新卒・既卒 3 年以内向け）

◀

求職者向け

◀

保護者向け

※本 LINE 公式アカウントは、当事業に関する情報発信のみに使用し、
個人情報を求めるものではありません

◀

専用サイト
　「磐田 de」

就活情報専用サイト「磐田de」・公式LINEアカウント

交付対象経費
申請年度の前年度の 1 年間で、磐田市に住民登録をした後の

就労期間中に返済した奨学金の額

補助額

交付対象経費の 1/2 以内

年
間最大12万円 最大5年間

対象期間

就労開始年度の翌年度から

スカウトも
こちらから




